
徳
川
吉
宗
の
母
浄
円
院
の
家
族

｜
幕
臣
巨
勢
氏
の
始
原
｜

藤

本

清
二
郎

は
じ
め
に

和
歌
の
浦
玉
津
島
社
文

１
）

書
の
内
に
、
料
紙
の
端
裏
書
に
「
堂
上
奉
納
内
御
請
文
草
案
」
と
題
し
た
記
録
が
あ
り
、
次
の
よ
う
な
人
名

が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。

原
表
記
は
一
段
横
並
び
）

冷
泉
中
納
言
為
久
卿
・
戸
田
右
近
将
監
氏
房
・
巨
勢
伊
豆
守
至
信
・
中
河
如
沙
弥
宗
方
・
田
沼
主
殿
頭
意
行
・
大
嶋
雲
平
以
興
・

仁
木
省
二
沙
弥
充
長
・
成
嶋
道
筑
・
巨
勢
大
和
守
利
啓

こ
れ
ら
の
人
物
は
、
久
保
田
啓
一
氏
の
研

２
）

究
に
よ
る
と
、
享
保
期
か
ら
宝
暦
期
に
か
け
て
の
江
戸
冷
泉
門
人
達
で
あ
る
。
冷
泉
為
久

は
も
と
よ
り
、
田
沼
意
行
・
成
嶋
道
筑

信
遍
）は
著
名
で
あ
り
、
説
明
を
要
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
が
、
巨
勢
伊

豆
守
至
信
・
巨
勢
大
和
守
利
啓
で
あ
る
。
巨
勢
姓
は
吉
宗
の
母
浄
円
院
の
父
と
伝
承
さ
れ
る
家
筋
の
姓
で
あ
る
。
後
述
の
よ
う
に
彼
ら

は
吉
宗
の
母
方
親
戚
筋
徳
川
吉
宗
の
従
兄
弟
に
当
た
る
。
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一
八
世
紀
中
葉
期
、
冷
泉
家
江
戸
門
人
に
両
名
の
名
が
見
え
、
紀
州
玉
津
島
社
に
京
堂
上

公
家
）の
和
歌
奉
納
に
関
与
し
て
い
る
。

吉
宗
近
臣
層
が
、
京
都
発
、
江
戸
歌
壇
の
担
い
手
の
一
員
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
華
麗
、
雅
な
る
人
々
の
始
原
は
紀
州
で
、

吉
宗
と
関
わ
り
が
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
筆
者
は
先
に
『
紀
州
藩
主

德
川
吉
宗
｜
明
君
伝
説
・
宝
永
地
震
・
隠
密
御
用

３
）

｜
』
を
著
し
た
。
徳
川
吉
宗
は
稀
有
な

昇
進
を
遂
げ
、
長
命
で
、
長
期
に
政
権
を
担
当
し
た
こ
と
か
ら
、
系
譜
や
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
伝
説
化
さ
れ
、
伝
承
と
し
て
伝
え
ら
れ
る
こ

と
が
多
く
、
事
実
か
ら
遊
離
し
た
吉
宗
像
が
流
布
し
て
い
る
。
同
著
で
は
将
軍
前
の
あ
り
の
ま
ま
の
姿＝

吉
宗
像
を
提
示
す
る
こ
と
に

努
め
た
。
と
は
い
え
、
吉
宗
の
母
浄
円
院
の
家
族
、
出
自
に
つ
い
て
は
な
お
検
討
す
べ
き
論
点
が
あ
っ
た
。

同
書
で
は
、
こ
の
テ
ー
マ
に
関
し
て
小
山
誉
城
氏
の

４
）

説
に
依
拠
し
、
吉
宗
の
家
族
関
係
に
つ
い
て
も
述
べ
た
。
し
か
し
、
吉
宗
の
母

浄
円
院
の
母
方
巨
勢
氏
系
譜
に
つ
い
て
個
別
に
論
じ
た
こ
と
が
な
か
っ
た
。
今
回
、
同
書
で
は
ふ
れ
な
か
っ
た
吉
宗
藩
主
時
代
の
分
限

帳
等
の
記
載
に
ふ
れ
て
い
な
い
。
本
論
文
で
は
、
こ
れ
ら
史
料
と
既
知
の
幕
府
系
譜
や
正
史
と
さ
れ
る
諸
史
料
と
の
整
合
関
係
を
検
討

し
、
吉
宗
の
母
浄
円
院
の
家
族
関
係
を
解
明
す
る
。
小
論
は
吉
宗
に
関
わ
る
歴
史
像
再
検
討
の
一
環
で
あ

５
）

る
。

一

正
史
の
系
図

系
譜

は
じ
め
に
、
著
名
な
幕
府
関
係
者
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
母
浄
円
院
に
関
す
る
系
図
や
系
譜
の
記
事
を
見
て
み
よ
う
。

ま
ず
、「
有
徳
院
殿
徳
川
実
紀

巻
６
）

一
」
に
は
、

【
史
料
１
】

御
母
は
紀
伊
の
家
士
巨
勢
八
左
衛
門
利
清
の
女
に
て
。
贈
従
二
位
紋
子

由
利
）と
聞
こ
ゆ
。

と
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
父
は
巨
勢
八
左
衛
門
利
清
で
、「
紀
伊
の
家
士
」＝

紀
伊
徳
川
家
の
家
臣
と
理
解
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。「
家
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士
」
は
、『
広
辞
苑
』
で
は
「
家
に
仕
え
る
士
。
家
臣
。
家
人
」
と
あ
り
、『
日
本
国
語
大
辞
典
』
で
は
「
か
し
ん

家
臣
）に
同
じ
」
と

し
て
、
江
戸
期
「
蘭
東
事
始
」
の
用
例
を
引
い
て
い
る
。
ま
た
実
名
を
「
紋
子

由
利
）」
と
し
て
い
る
が
、

）書
き
は
何
を
意
味
す

る
の
で
あ
ろ
う
か
。
二
つ
の
名
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
曖
昧
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
、『
寛
政
重
修
書
家
譜
』

以
下
『
寛
政
譜
』）と
略
す
）の
「
巨
勢
」
の

７
）

項
に
は
、

【
史
料
２
】

●
利
清

女
子

母
は
大
覚
寺
宮
の
家
司
壺
井
源
兵
衛
義
高
が
女
。
紀
伊
大
納
言
光
貞
卿
の
妾
。

吉
宗
）

有
徳
院
の
御
母
堂
浄
円
院
御
方
と
称
す
。

以
下
略
）

●

忠
善

至
信

紀
伊
家
に
つ
か
ふ
。

女
子

由
利

巨
勢
求
馬
之
助
利
喬
が
祖
。
善
之
助

十
左
衛
門

丹
波
守

●
由
利

●
利
啓

下

巨
勢
利
清
八
左
衛
門
が
二
男
。
母
は

大
覚
寺
宮
の
家
司
壺
井
源
兵
衛
義
高
が
女
。

と
い
う
系
図
・
記
事
が
あ
る
。
江
戸
期
に
は
巨
勢
氏
を
称
す
る
幕
臣
は
元
を
た
ど
れ
ば
、
忠
善
勘
左
衛
門
を
祖
と
す
る
巨
勢
氏
子
孫
と
、

由
利
十
左
衛
門
を
祖
と
す
る
巨
勢
氏
子
孫
と
が
あ
っ
た
。
そ
の
源
の
部
分
を
示
し
た
の
が
こ
の
系
図
で
あ
る
。

こ
の
巨
勢
氏
の
項
目
の
冒
頭
に
は
、
巨
勢
氏
改
め
中
井
氏
、
再
び
改
め
て「
利
清
が
と
き
よ
り
ま
た
巨
勢
氏
を
称
号
と
す
。」と
あ
る
。

つ
ま
り
利
清
の
時
代
か
ら
巨
勢
氏
が
始
ま
っ
た
と
注
記
し
て
い

８
）

る
。
ま
た
こ
の
系
図
に
よ
る
と
、
忠
善
勘
左
衛
門
が
長
男
、
由
利
十
左

善
之
助

十
左
衛
門

丹
波
守

従
五
位

八
左
衛
門

勘
太
郎

六
左
衛
門

伊
豆
守

以
下
略
）

善
之
助

十
左
衛
門

大
和
守

従
五

位
下

以
下
略
）

勘
左
衛
門

徳川吉宗の母浄円院の家族
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衛
門
が
二
男
と
な
っ
て
お
り
、
長
女

後
に
浄
円
院
）の
母
と
、
二
男
由
利
十
左
衛
門
の
母
は
同
じ
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
、
不
思
議
な

現
象
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
点
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。
こ
の
よ
う
な
系
図
記
載
を
ど
う
解
釈
す
る
か
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

つ
い
で
「
柳
営
婦
女
伝
系

巻
十

９
）

七
」
に
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
系
図
が
記
さ
れ
て
い
る
。

【
史
料
３
】吉

宗
）

当
将
軍
家
御
母
堂

浄
円
院
殿
之
系

巨
勢
氏
和
州
中
井

氏
之
別
姓

中
略
）

某

元
来
紀
州
巨
勢
村
の
百
姓
の
由
、
力
量
あ
る
人
に
て
八
百
目
の
銀
に
て
一
日

ヒ
ロ

七
畝
の
田
を
耕
し
と
也
、

女

中
井
大
和
従
弟
と
申
立
、
紀
州
光
貞
卿
に
奉
仕
し
、
後
三
男
主
税
頭
頼
方
君
を
産
す
。

以
下
略
）

某
ａ

某
ｂ

巨
勢
大
和
守

従
五
位
下

往
昔
は
卑
賤
に
し
て
下
京
の
湯
屋
た
り
、
浄
円
院
君
江
戸
下
向
の
時
随
従
、
勤
仕
幕
仕
、

継
父
家
督
、
拝
領
五
千
石
近
仕

拝
領
五
千
石
、
御
側
衆
の
上
座
也
、
病
死

某
ｃ

始
名
六
左
衛
門

巨
勢
伊
豆
守

従
五
位
下

与
兄
丹
波
守
同
時
下
向
江
戸
、
拝
領
千
石
近
仕
、

以
下
略
）

※
ａ
ｂ
ｃ
は
著
者
、
返
り
点
は
省
略

始
名
十
左
衛
門

丹
波
守

従
五
位
下
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史
料
２
『
寛
政
譜
』
の
系
図
を
参
考
に
す
る
と
、
こ
の
系
図
の
某
ａ
は
由
利
十
左
衛
門
、
某
ｂ
は
そ
の
子
利
啓
、
某
ｃ
は
内
容
か
ら

至
信
に
比
定
さ
れ
、
某
ａ
由
利
十
左
衛
門
は
長
男
と
さ
れ
、
同
人
と
某
ｃ
至
信
は
兄
弟
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
某
ｃ
の
父
忠
善
勘
左

衛
門
が
見
当
た
ら
な
い
。
な
お
、
実
名
が
す
べ
て
女
か
某
と
記
さ
れ
、
扱
い
の
低
さ
が
注
目
さ
れ
る
。

つ
ぎ
に
、「
幕
府
祚
胤
伝

六

吉
宗

10
））

」
に
は
「
浄
円
院
殿

御
母
堂
也
、
紋
子

紀
藩
巨
勢
八
左
衛
門
利
清
女
」
と
あ
り
、
ま
た
「
徳
川
幕
府

家
譜

乾

吉
宗

11
））

」
に
は
「
吉
宗
公
」「
御
母
公
ハ
巨
勢
六
左
衛
門
、
後
伊
豆
守
女
也
」
と
あ
る
。
前
者
は
「
有
徳
院
殿
徳
川
実
紀
」

の
記
事
と
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
。
後
者
で
は
史
料
２
『
寛
政
譜
』
に
記
さ
れ
た
浄
円
院
甥
「
六
左
衛
門

巨
勢
伊
豆
守
」
が
父
と
さ
れ
、

あ
る
い
は
「
柳
営
婦
女
伝
系
」
に
記
さ
れ
た
弟
「
六
左
衛
門

巨
勢
伊
豆
守
」
が
父
と
さ
れ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
吉
宗
母
浄
円
院
の
系
譜
関
係
・
家
族
関
係
に
つ
い
て
は
正
史
や
幕
府
関
係
者
が
作
成
し
た
と
見
ら
れ
る
系
図
に
お

い
て
定
説
が
な
い
。
か
な
り
異
な
っ
て
お
り
、
混
乱
が
見
ら
れ
る
。
し
か
し
一
定
の
枠
内
に
あ
る
こ
と
も
看
取
さ
れ
る
。

問
題
点
を
列
挙
す
れ
ば
次
の
よ
う
で
あ
る
。

ⅰ
）父
巨
勢
八
左
衛
門
利
清
は
実
在
か
。
何
者
か

紀
伊
家
中
か
、
百
姓
か
、
そ
れ
以
外
か
）。
推
測
の
方
向
性
を
含
め
て
考
え
れ
ば
、

浄
円
院
の
実
父
か
義
父
か
を
問
題
と
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

ⅱ
）弟
忠
善

勘
左
衛
門
）は
実
在
か
。
何
者
か

紀
伊
家
中
か
、
百
姓
か
、
そ
れ
以
外
か
）。『
寛
政
譜
』の
名
前
左
下
の
経
歴
記
載
に「
紀

伊
家
に
つ
か
ふ
」
と
あ
る
が
事
実
か
否
か
。

ⅲ
）浄
円
院
の
実
名
は
「
紋
子
」
か
「
由
利
ゆ
り
）
」
か
、
そ
れ
以
外
か
。

ⅳ
）弟
由
利

十
左
衛
門
）は
実
在
か
。
何
者
か

紀
伊
家
中
か
、
百
姓
か
、
そ
れ
以
外
か
）。

ⅴ
）史
料
３
の
某
ｃ
が
史
料
２
の
六
左
衛
門

勘
左
衛
門
の
子
）と
す
れ
ば
、
勘
左
衛
門

忠
善
）は
架
空
の
存
在
と
な
り
、
矛
盾
す
る
。

い
ず
れ
の
系
図
記
載
が
事
実
か
。
某
ｃ
は
十
左
衛
門
の
弟
で
よ
い
か
。

こ
の
節
で
は
、
以
上
の
問
題
を
指
摘
し
、
次
節
の
史
料
を
み
た
上
で
再
度
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
。

徳川吉宗の母浄円院の家族

－23－



二

紀
藩
「
分
限
帳
」・
幕
府
「
御
供
姓
名
」
の
記
載

次
に
吉
宗
藩
主
時
代
の
分
限
帳
と
将
軍
就
任
前
後
の
江
戸
「
御
供
姓
名
」
帳
の
記
事
を
検
討
す
る
。
ま
ず
、
宝
永
七
年

一
七
一
〇
）

前
半
期
頃
の
「
紀
州
分
限

12
）

帳
」
に
は
、
次
の
よ
う
な
記
載
が
あ
る
。
関
係
部
分
の
み
抜
き
出
す
。

【
史
料
４
】奉

行
格
御
用
役

千
石

巨
勢
重
左
衛
門

八
百
石

宮
地
幸
右
衛
門

中
略
）同

中
之
間
番
頭
）
格

五
百
石

前
ニ
有

巨
勢
重
左
衛
門

中
略
）浄

円
院
様
附

三
百
石

山
本
八
郎
右
衛
門

六
拾
石

落
合
九
左
衛
門

中
略
）御

小
姓

矢
部
半
左
衛
門

二
八
名
略
）
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巨
勢
勘
左
衛
門

ま
ず
、
千
石
知
行
の
巨
勢
重
左
衛
門
と
巨
勢
十
左
衛
門
と
は
表
記
違
い
の
同
一
人
物
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
、
巨
勢
十
左
衛
門
の
実
在

が
確
認
で
き
る
。
同
人
は
こ
の
頃
「
奉
行
格
御
用
役
」
で
、
中
之
間
番
頭
の
項
に
も
同
格
と
し
て
五
百
石
の
巨
勢
重
左
衛
門
の
名
が
見

え
る
。
こ
れ
は
「
前
ニ
有
」
と
注
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
同
一
人
物
の
重
出
記
載
で
、
分
限
帳
作
成
時
に
近
い
時
期
に
お
け
る
同
人
の

五
百
石
か
ら
千
石
へ
の
昇
級
の
状
況
が
示
さ
れ
て
い
る
と
理
解
さ
れ
る
。

そ
の
職
名
に
は
い
ず
れ
も
某
職
「
格
」
と
な
っ
て
お
り
、
実
務
就
業
は
な
か
っ
た
、
つ
ま
り
員
外
配
置
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

「
御
用
役
」
は
藩
主
等
の
意
向
に
従
っ
て
フ
リ
ー
に
動
く
職
種
で
あ
る
。
奉
行
格
で
あ
る
か
ら
相
当
地
位
は
高
く
、
千
石
は
相
当
上
級

の
待
遇
で
あ
る
。
吉
宗
の
意
向
は
も
と
よ
り
、
浄
円
院
の
意
向
に
従
っ
て
動
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
ち
な
み
に
、
浄
円
院
に
は
極
く
下

級
の
家
臣
が
二
名
附
け
ら
れ
る
だ
け
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
別
途
に
巨
勢
十
左
衛
門
が
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
か
な
り
下
級
の
職
名

分
限
帳
の
末
尾
に
近
い
箇
所
で
記
述
）、「
御
小
姓
」職
の
最
末
尾
に
巨
勢
勘
左
衛
門
の
名
が
見
え

る
。
付
け
た
り
の
よ
う
な
記
載
で
あ
る
が
、
巨
勢
勘
左
衛
門
も
実
在
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
史
料
の
性
格
上
、
架
空
の
人
物
を

知
行
帳
に
記
載
す
る
必
然
性
は
考
え
ら
れ
な
い
。
知
行
石
高
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い

次
述
の
史
料
に
よ
れ
ば
三
百
石
）。
兄
弟
と
目
さ

れ
る
二
人
の
石
高
に
は
か
な
り
格
差
が
あ
り
、
弟
の
地
位
が
高
く
、
兄
の
地
位
が
低
い
と
い
う
逆
転
現
象
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
ど
う

い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
後
で
検
討
す
る
。

つ
い
で
、
正
徳
六
年

一
七
一
六
）「
紀
州
御
供
姓
名
」
の
記
事
を
見
て
お
こ

13
）

う
。

【
史
料
５
】

浄
円
院
様
御
供

千
石

番
頭
格

巨
勢
十
左
衛
門

後
丹
波
守

三
百
石

御
小
姓

巨
勢
六
左
衛
門

後
縫
殿
頭

徳川吉宗の母浄円院の家族
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右
之
内
十
左
衛
門
者

五
千
石
被
下
置
、
御
側
衆
被

仰
付
、

中
略
）六
左
衛
門
者

千
石
被
下
置
、
御
小
納
戸
被

仰
付
、

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
巨
勢
十
左
衛
門
・
巨
勢
六
左
衛
門
二
名
が
紀
州
か
ら
江
戸
へ
お
供
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
両
人
は
幕
臣
と
な
っ
た
。

巨
勢
十
左
衛
門
は
、
前
出
分
限
帳
に
よ
れ
ば
宝
永
七
年
頃
に
紀
州
徳
川
家
の
家
臣
と
な
っ
て
い
た
。
一
方
、
巨
勢
六
左
衛
門
は
誰
で
あ

ろ
う
か
。
こ
の
姓
名
帳
よ
り
も
一
〇
〇
年
近
く
後
に
編
さ
ん
さ
れ
た
『
寛
政
譜
』
史
料
２
）に
よ
る
と
、
勘
左
衛
門
の
子
は
「
至
信

勘

太
郎

六
左
衛
門
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
六
左
衛
門
は
勘
左
衛
門
の
子
で
、
初
め
勘
太
郎
と
名
乗
り
、
後
に
六
左
衛
門
と
名
乗
っ

た
。「
分
限
帳
」作
成
時
よ
り
約
六
年
後
、
父
に
代
わ
り
仕
官
し
て
、
父
と
同
職
の
御
小
姓
と
な
り
、
年
配
の
父
で
は
な
く
、
そ
の
子
六

左
衛
門
が
江
戸
へ
下
っ
た
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
史
料
か
ら
合
理
的
に
推
定
で
き
る
事
実
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
正
徳
六
年
頃
段
階
の
事
実
が
確
定
で
き
る
。
な
お
、
本
文
中
の
「
後
丹
波
守
」「
後
縫
殿
頭
」
お
よ
び
追
記

石
高
・

職
名
）は
江
戸
下
向
時
点
で
は
な
く
、
や
や
後

享
保
三
年

一
七
一
八

、
後
述
）に
生
じ
た
事
実
で
あ
り
、
後
か
ら
記
さ
れ
た
。
な
お
、

さ
ら
に
後
に
転
写
さ
れ
た
。

さ
ら
に
同
種
類
の
享
保
八
年
頃

一
七
二
三
）追
記
の
あ
る
正
徳
六
年
「
従
紀
州
御
供
人
数
書

全
」
の
記
事
を
見
て
お
こ

14
）

う
。

【
史
料
６
】

後
筆
）「
浄
円
」

常
丹
院
様
御
供

知
行
高
千
石

後
筆
）「
番
頭
之
格
」

勘
左
衛
門
弟

巨
勢
十
左
衛
門

後
丹
波
守

中
略
）

御
近
習

三
百
石

後
筆
）「
御
小
姓
」

父
勘
左
衛
門

巨
勢
六
左
衛
門

後
伊
豆
守
、

後
筆
）「
縫
殿
頭
」

こ
の
記
事
に
よ
る
と
、
史
料
5
と
同
じ
く
、
巨
勢
十
左
衛
門
・
巨
勢
六
左
衛
門
の
存
在
が
確
認
さ
れ
る
が
、
よ
り
注
目
す
べ
き
は
、
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巨
勢
十
左
衛
門
は
「
勘
左
衛
門
弟
」
で
あ
り
、
巨
勢
六
左
衛
門
の
父
は
勘
左
衛
門
で
あ
る
と
明
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
当
時
の

武
家
社
会
、
幕
府
世
界
で
は
こ
の
よ
う
な
認
識
が
存
在
し
た
。
こ
の
事
実
は
先
ほ
ど
の
勘
左
衛
門
父
子
の
仕
官
状
況
に
関
す
る
推
測
を

裏
付
け
る
。
巨
勢
十
左
衛
門
・
巨
勢
六
左
衛
門
は
叔
父
・
甥
の
関
係
で
あ
っ
た
可
能
性
が
強
い
。

ま
た
頭
欄
外
に
後
筆
で
「
享
保
日
記
云
、
三
年
五
月
朔
日
浄
円
院
様
御
到
着
、

中
略
）同
十
三
日
巨
勢
十
左
衛
門
五
千
石
被
下
、
御

側
衆
上
之
席
、
巨
勢
六
左
衛
門
千
石
被
下
、
御
小
納
戸

後
略
）」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
江
戸
へ
下
向
し
た
巨
勢
十
左
衛

門
は
五
千
石
・
御
側
衆
、
巨
勢
六
左
衛
門
は
千
石
・
御
小
納
戸
の
幕
臣
と
な
っ
た
。

以
上
の
よ
う
に
、
吉
宗
将
軍
就
任
期
、
巨
勢
十
左
衛
門
・
巨
勢
六
左
衛
門

勘
左
衛
門
子
）が
実
在
し
、
幕
臣
と
な
っ
た

そ
の
末
裔
が

『
寛
政
譜
』
に
記
さ
れ
た
）。
江
戸
到
着
直
後
に
加
増
さ
れ
た

そ
れ
ぞ
れ
五
倍
・
三

三
倍
）が
、
二
人
の
格
差
は
歴
然
と
し
て
い
た
。

そ
れ
は
叔
父
・
甥
に
よ
る
格
差
で
は
な
く
、
紀
州
藩
家
臣
時
代
の
弟
・
兄
の
格
差
の
延
長
で
あ
っ
た
。

し
た
が
っ
て
、
前
出
史
料
３
「
柳
営
婦
女
伝
系
」
に
見
え
る
某
ｃ
六
左
衛
門
の
位
置
づ
け
は
明
ら
か
に
誤
り
で
あ
る
。
逆
に
史
料
２

『
寛
政
譜
』
の
こ
の
部
分
は
正
確
で
あ
る
こ
と
が
立
証
さ
れ
た
。

三

系
譜
の
背
景
｜
血
縁
旧
家
族
と
新
家
族
の
形
成
｜

さ
て
、
分
限
帳
や
御
供
姓
名
録
な
ど
、
信
用
に
足
る

改
変
・
改
ざ
ん
の
可
能
性
が
低
い
）史
料
に
よ
っ
て
、
浄
円
院
を
め
ぐ
る
「
父
」

や
兄
弟
の
存
在
が
確
認
さ
れ
た
。
但
し
相
互
の
関
係
等
は
不
明
な
点
が
残
る
。
そ
こ
で
、
ま
ず
そ
れ
ら
の
関
係
の
鍵
を
握
る
と
こ
ろ
の
、

浄
円
院
の
母
に
つ
い
て
の
検
討
か
ら
始
め
る
こ
と
と
す
る
。

１
）
浄
円
院
母
の
出
自
と
紀
州
定
着

史
料
２
『
寛
政
譜
』
の
女
子

浄
円
院
）と
十
左
衛
門
に
関
し
て
、
そ
の
母
は
と
も
に
「
大
覚
寺
宮
の
家
司
壺
井
源
兵
衛
義
高
娘
」
で
、

徳川吉宗の母浄円院の家族
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同
一
人
物
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
こ
の
二
人
が
血
縁
の
姉
弟
で
あ
る
と
の
認
識
に
基
づ
い
て
系
図
が
編
さ
ん
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味

し
て
い
る
。『
寛
政
譜
』
の
編
さ
ん
は
一
八
世
紀
末
頃
で
あ
る
。

一
八
世
紀
半
ば
頃
に
成
立
し
た
と
見
ら
れ
る
「
柳
営
婦
女
伝
系
」
に
、
十
左
衛
門
に
関
し
て
「
往
昔
は
卑
賤
に
し
て
下
京
の
湯
屋
た

り
」
と
注
記
が
あ
る
。
十
左
衛
門
の
京
都
経
由
の
経
歴
は
あ
る
程
度
の
事
実
を
反
映
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
浄
円
院
も
そ
の
可
能

性
が
あ
る
こ
と
と
推
論
し
う
る
。
こ
れ
を
全
く
根
拠
の
な
い
こ
と
と
す
る
に
は
、
二
人
の
京
都
と
の
関
係
を
否
定
す
る
事
実
が
必
要
で

あ
る
。
し
か
し
母
の
出
自
は
京
都
大
覚
寺
の
家
司
の
娘
と
し
て
お
り
、
二
つ
の
記
載
は
京
都
と
関
係
す
る
と
い
う
点
で
付
合
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
浄
円
院
と
十
左
衛
門
、
二
人
の
母
の
歩
み
は
、
紀
州
に
登
場
す
る
以
前
、
京
都
方
面
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
母
が
壺
井
源
兵
衛
義
高
の
娘
で
あ
る
と
の
決
定
的
傍
証
は
な
く
、
お
そ
ら
く
一
八
世
紀
初
め
か
半
ば
頃
に
両
人
が
周
囲
に
伝
え
た

の
で
あ
ろ
う
。
以
下
に
述
べ
る
よ
う
に
、
紀
州
和
歌
山
に
お
け
る
系
譜
・
家
族
関
係
の
記
録
は
重
要
な
課
題
で
あ
っ
た
が
、
京
都
時
代

の
こ
と
は
問
題
視
さ
れ
ず
、
京
都
を
さ
ら
に
遡
る
事
実
が
存
在
し
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。

こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
姉
弟
二
人
の
母
が
な
ぜ
京
都
か
ら
紀
州
へ
舞
台
を
移
し
た
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は「
父
」

巨
勢
利
清

八
左
衛
門
）に
つ
い
て
検
討
し
た
後
に
考
え
る
こ
と
に
し
よ
う
。

父
と
さ
れ
る
巨
勢
利
清

八
左
衛
門
）に
関
し
て
は
、「
柳
営
婦
女
伝
系
」
で
は
「
某
」「
元
来
紀
州
巨
勢
村
の
百
姓
の
由
」
と
い
う
記

事
が
参
考
と
な
る
。
近
世
に
巨
勢
村
は
紀
州
に
も
大
和
に
も
存
在
し
な
い

15
）

が
、
大
和
の
古
い
地
名
巨
勢
郷
な
ど
を
漠
然
と
指
す
可
能
性

は
あ
る
。
な
お
、「
力
量
あ
る
人
に
て
八
百
目
の
鍬
に
て
一
日

ヒ
ロ
）

七
畝
の
田
を
耕
」す
と
の
伝
承
を
記
し
て
い
る
が
、
浄
円
院
の
大
き
な
体

格
等
か
ら
付
会
し
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
伝
承
内
容
が
余
り
に
具
体
的
す
ぎ
る
。

『
徳
川
実
紀
』
で
は
「
紀
伊
の
家
士
巨
勢
八
左
衛
門
利
清
」
と
の
説
明
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
延
宝
五
〜
六
年

一
六
七
七
〜
七
八
）

成
立
の
「
和
歌
山
分
限
帳

16
）

」
に
巨
勢
姓
の
人
名
は
な
く
、
そ
の
前
後
の
頃
、
巨
勢
八
左
衛
門
利
清
が
紀
伊
徳
川
家
家
臣
で
あ
っ
た
可
能

性
は
低
い
。
子
勘
左
衛
門
が
町
人
で
あ
っ
た
と
の
記
録
が
あ
り
、
そ
の
父
も
町
人

百
姓
系
譜
を
持
つ
町
人
）と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
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ろ
う
。

和
歌
山
城
下
大
立
寺
の
記
録
に
よ
る
と
、
寛
政
九
年

一
七
九
八
）五
月
一
八
日
巨
勢
日
向
守
が
、
元
禄
一
二
年

一
六
九
九
）五
月
一

〇
日
に
死
去
し
た
同
家
先
祖
「
諦
岳
院
殿
」
の
百
回
忌
を
同
寺
で
営
ん
で
い

17
）

る
。
元
禄
一
二
年
死
去
の
「
諦
岳
院
殿
」
は
、
そ
の
年
代

か
ら
巨
勢
八
左
衛
門
利
清
と
推
定
さ
れ
る
。
ま
た
施
主
の
巨
勢
日
向
守
は
利
和
で
あ

18
）

る
。
今
日
、
大
立
寺
は
浄
円
院
を
祀
り
、
巨
勢
氏

の
菩
提
寺
と
伝
え
て
い
る
が
、
位
牌
の
存
在
と
一
〇
〇
回
忌
の
事
実
か
ら
こ
の
関
係
は
元
禄
年
間
に
ま
で
遡
る
と
い
え
よ
う
。
お
そ
ら

く
一
七
世
紀
後
半
期
、
八
左
衛
門
は
町
人
で
あ
り
、
同
寺
の
檀
家
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
当
時
巨
勢
家
を
名
乗
っ
た
よ
う
に
は
思

え
な
い
が
、
出
身
地
や
先
祖
伝
承
か
ら
そ
う
理
解
さ
れ
て
い
た
可
能
性
は
あ
る
。
利
清
と
い
う
諱
も
当
時
か
ら
存
在
し
た
も
の
か
わ
か

ら
な
い
。「
利
清
が

時
）

と
き
よ
り
ま
た
巨
勢
氏
を
称
号
」

前
出
史
料
２
の
省
略
部
分
）し
た
の
は
、
浄
円
院
の
城
奉
公
出
仕
後
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
大
和
出
身
の
可
能
性
の
あ
る
和
歌
山
城
下
の
町
人
が
、
京
都
に
い
た
可
能
性
は
あ
る
だ
ろ
う
か
。
絶
対
な
い
と
は
言
い
切
れ

な
い
が
、
そ
の
根
拠
に
欠
け
る
。
前
述
の
よ
う
に
史
料
２
の
姉
・
兄
・
弟
の
順

浄
円
院
・
勘
左
衛
門
・
十
左
衛
門
）は
正
確
と
理
解
さ

れ
る
。
史
料
２
の
利
清
の
子
ど
も
の
三
人
目
「
女
子
」
に
つ
い
て
は
他
に
一
切
登
場
し
な
い
。
し
か
し
他
の
三
人
の
実
在
、
相
互
関
係

が
傍
証
さ
れ
る
の
で
、
こ
の
「
女
子
」
も
存
在
し
た
可
能
性
は
あ
ろ
う
。

仮
に
八
左
衛
門
が
京
都
に
関
わ
り
が
あ
り
、
四
人
の
子
供
を
設
け
た
と
す
れ
ば
、
同
腹
の
姉
・
弟
を
挟
ん
で
別
腹
の
子
ど
も

男
女
）

が
い
る
と
い
う
の
は
き
わ
め
て
不
自
然
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
れ
ば
、
や
は
り
八
左
衛
門

の
ち
巨
勢
利
清
）は
紀
州
の
空
間
に
居
り
、
浄
円
院
の
母
と
子

姉
弟
）が
京
都
か

ら
紀
州
和
歌
山
へ
移
動
し
て
き
た
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
母
の
紀
州
定
着
は
、

ⅰ
）京
都
か
ら
の
流
出
、

ⅱ
）順
礼
・
流
民
化
、

ⅲ
）先
妻
の
子

勘
左
衛
門
）が
い
る
八
左
衛
門
家
へ
姉
弟
連
れ
子
を
と
も
な
っ
て
嫁
い
だ
、と
い
う
ス
ト
ー
リ
ー
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。

要
す
る
に
、
母
が
八
左
衛
門
と
再
婚
し
た
結
果
、
浄
円
院
・
十
左
衛
門
と
勘
左
衛
門
・
女
子
が
義
兄
弟
姉
妹
と
な
っ
た
。
浄
円
院
母
と

姉
弟
は
大
立
寺
の
檀
家
と
な
っ

19
）

た
。
ち
な
み
に
新
家
族
の
子
供
の
年
齢
順
は
史
料
２
の
通
り
で
あ
ろ
う
。

徳川吉宗の母浄円院の家族
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ⅱ
）の
移
動
は
多
様
な
移
動
が
想
定
で
き
る
が
、
遠
距
離
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
婚
姻
が
先
行
し
た
正
常
な
移
動
で
は
な
か
ろ
う
。
浄

円
院
の
母
と
子

姉
弟
）が
八
左
衛
門
と
出
会
う
の
は
、
彼
ら
が
大
立
寺
へ
や
っ
て
来
た
か
ら
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
彼
ら
が
順
礼
化

し
て
同
寺
へ
た
ど
り
着
い
た
と
い
う
伝
承
が
思
い
起
こ
さ
れ
る
。
順
礼
説
の
概
略
は
次
の
よ
う
で
あ

20
）

る
。

母
浄
円
院
の
母

吉
宗
の
祖
母
）は
実
は
利
清
の
女
で
は
な
く
、
彦
根
城
下
医
者
の
二
女
で
あ
っ
た
が
、
彦
根
を
追
放
さ
れ
、
京
都
の

「
洗
湯
業
巨
勢
平
助
」
と
結
婚
し
た
「
吉
宗
公
逸
事
」）。
大
立
寺
白
雲
和
尚

一
三
代
目
）の
時
、
京
都
の
「
巨
勢
何
某
ト
カ
西
国
巡
礼

ノ
姿
ニ
テ
男
女
ノ
子
ヲ
連
、
母
子
三
人
」
が
和
歌
山
城
下
に
た
ど
り
着
い
た
が
、
母
が
病
気
と
な
り
同
寺
の
山
門
前
で
倒
れ
た
。
和
尚

が
介
抱
し
て
ほ
ど
な
く
快
復
し
、
熊
野
へ
旅
立
っ
た
。
そ
の
途
中
、
母
の
病
気
が
再
発
し
、
有
田
郡
広
浦
養
源
寺
の
世
話
に
な
り
、
快

復
後
、
無
事
に
熊
野
巡
拝
を
済
ま
せ
た
。
帰
路
大
立
寺
に
立
ち
寄
っ
た
が
、
夫
と
は
別
離
し
、
財
産
も
な
く
京
に
は
帰
ら
な
い
と
の
こ

と
で
、
和
尚
の
世
話
で
城
下
に
借
家
住
ま
い
し
た

神
野
嘉
功
筆
記
）。

な
お
、「
本
国
大
和
之
者
ニ
テ
数
代
武
家
ナ
リ
シ
カ
零
落
に
及
ヒ
出
世
モ
ナ
ラ
ス

中
略
）京
住
と
ナ
リ
シ
」
と
聞
き
取
っ
て
い
る
が
、

元
夫
の
系
譜
と
見
ら
れ
、
母
の
系
譜
は
不
詳
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
明
治
の
伝
承
、
聞
き
取
り
で
あ
り
、
不
確
か
で
あ
る
が
、
順
礼
を
経

由
し
た
こ
と
が
共
通
し
て
い
る
。
本
論
で
の
上
述
の
、
京
か
ら
紀
州
へ
の
移
動
に
関
す
る
推
測
と
付
合
す
る
。

２
）浄
円
院
の
御
城
女
中
奉
公

浄
円
院
の
父
母
・
兄
弟
姉
妹
は
、
あ
る
時
点
か
ら
父
母
の
再
婚
で
一
家
族
と
な
っ
た
こ
と
を
述
べ
た
が
、
そ
の
後
、
浄
円
院
や
血
縁
・

被
血
縁
の
弟
達

勘
左
衛
門
・
十
左
衛
門
）は
い
か
に
し
て
武
家
社
会
に
関
与
し
た
の
か
。
ど
の
よ
う
な
契
機
・
方
法
で
女
中
・
武
家
奉

公
人
と
な
っ
た
か
が
次
の
重
要
な
検
討
課
題
で
あ
る
。
そ
の
時
期
は
浄
円
院
が
吉
宗
を
生
ん
だ
貞
享
元
年

一
六
八
四
）よ
り
も
前
で
あ

る
。そ

の
経
過
に
つ
い
て
は
二
つ
の
筋
道
が
考
え
ら
れ
る
。
一
つ
は
、
父
八
左
衛
門
は
武
家

家
臣
）出
入
り
の
町
人
で
あ
り
、
そ
の
繋
が

り
か
ら
子
ど
も
た
ち
が
女
中
・
武
家
奉
公
人
と
な
っ
た
と
の
理
解
で
あ
る
。
も
し
八
左
衛
門
が
武
家
出
入
り
の
町
人
だ
っ
た
と
す
れ
ば
、
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長
男
の
方
が
先
に
武
家
奉
公
す
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
長
男
と
後
妻
の
次
男
の
出
世
格
が
逆
転
し
て
お
り
、
矛
盾
を
内
包
し
、

う
ま
く
説
明
で
き
な
い
。

二
つ
に
は
、
誰
か
の
世
話
、
何
か
の
き
っ
か
け
で
浄
円
院
の
お
城
女
中
奉
公
が
始
ま
り
、

藩
主
光
貞
の
御
手
つ
き
と
な
っ
て
）十
左

衛
門
・
勘
左
衛
門
も
武
家
奉
公
に
出
る
よ
う
に
な
っ
た
。
父
八
左
衛
門
の
武
家
縁
故
は
な
い
と
の
理
解
で
あ
る
。
勘
左
衛
門
・
十
左
衛

門
兄
弟
の
出
世
格
が
逆
転
し
た
の
は
、
吉
宗
が
三
万
石
大
名
時
代
〜
藩
主
時
代
に
、
実
の
伯
父
十
左
衛
門
を
重
用
し
た
か
ら
と
考
え
ら

れ
る
。

そ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
「
柳
営
婦
女
伝
系
」
の
記
事
で
あ
る
。
同
記
録
に
は
「
某
」

浄
円
院
）に
つ
い
て
「
中
井
大
和
従
弟
と
申

立
、
紀
州
光
貞
卿
に
奉
仕
」
と
の
説
明
記
事
が
あ
り
、
次
の
よ
う
に
「
某
」

八
左
衛
門
）と
大
工
棟
梁
の
「
中
井
大
和
」
某
と
の
関
係

が
記
さ
れ
て
い
る

史
料
３
の
中
略
部
等
）。

【
史
料
７
】

∴

某

某

某

聖
徳
太
子
の
時
よ
り
大
工
を
伝
承
し
、
代
々
大
和
の
中
井
に
居
住
す
、
大
坂
御
陣
前
に

日
本
の
総
大
工
の
棟
梁
に
被
仰
付
京
住
す
、
今
は
禁
裏
御
造
営
に
は

中
略
）支
配
す
、

某

女

浄
円
院
）

「
中
井
大
和
」
某
に
関
し
て
は
、
大
工
頭
中
井
家
所
蔵
「
系
譜

21
）

」
・『
寛
政
譜
』
に
よ
る
と
、
慶
長
・
元
和
初
期
、
徳
川
家
康
の
家
臣

と
な
り
、
城
郭
築
造
に
活
躍
し
た
中
井
大
和
守
正
清
が
想
定
さ
れ
る
。
正
清
の
前
後
は

巨
勢
）正
範
｜
正
吉
｜

中
井
）正
清
｜
正
侶
｜〔
正

純
〕
｜
正
知
｜
正
豊

以
下
略
）と
な
っ
て
い
る
。
正
範
は
天
文
七
年

一
五
三
八
）打
死
。
正
吉
の
代
に
「
法
隆
寺
村
の
工
匠
中
井
伊
太

夫
が
許
に
い
た
る
。
こ
れ
よ
り
正
吉
兄
弟
彼
家
に
居
る
。
中
井
は
母
が
親
族
た
る
に
よ
れ
り
」
と
あ
る
。
つ
ま
り
中
井
姓
は
母
方
の
姓

と
伝
え
て
い
る
。
な
お
、「
正
吉
兄
弟
」
の
弟
は
正
利
で
あ
り
、『
寛
政
譜
』
に
よ
る
と
、
正
利
の
系
譜
は
、
正
利
｜
利
次
｜
利
盛
｜
利

巨
勢
何
某

中
井
大
和

中
井

徳川吉宗の母浄円院の家族
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清
｜
女

浄
円
院
）と
な
っ
て
い
る
。

さ
て
「
柳
営
婦
女
伝
系
」
の
系
図
「
某
」
三
代
は
正
清
｜
正
侶
｜
正
知
の
三
代
を
想
定
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
正
清
の
没
年
は
元

和
五
年

一
六
一
九
）、
正
侶
は
寛
永
八
年

一
六
三
一
）没
、
正
知
は
正
徳
五
年

一
七
一
五
）没
で
あ
る
。

し
か
し
「
某

巨
勢
何
某
」

八
左
衛
門
）は
す
で
に
検
討
し
た
よ
う
に
元
禄
一
二
年

一
六
九
九
）に
亡
く
な
っ
て
い
る
か
ら
、
六
〇
年

生
存
と
し
て
一
六
四
〇
年
頃
の
生
ま
れ
で
あ
る
。
年
代
か
ら
考
え
て
、「
柳
営
婦
女
伝
系
」
系
図
「
某

中
井
大
和
」

正
清
）と
「
某

巨
勢
何
某
」

八
左
衛
門
）と
は
「
兄
弟
」
で
は
あ
り
得
な
い
。
そ
も
そ
も
『
寛
政
譜
』
の
整
理
に
よ
る
正
吉
・
正
利
が
兄
弟
と
す
れ
ば
、

女

浄
円
院
）が
某

正
清
）の
子
「
某
中
井
」
と
「
従
弟
」
で
は
あ
り
得
な
い
。
し
た
が
っ
て
「
中
井
大
和
従
弟
」
は
事
実
関
係
に
お
い
て

は
虚
偽
で
あ
る
。
正
吉
・
正
利
の
系
図
を
対
比
し
て
み
る
と
、
正
利
・
利
次
に
よ
っ
て
八
左
衛
門

利
清
）が
中
井
大
和
に
関
係
づ
け
ら

れ
て
い
る
が
、
そ
の
事
実
性
や
利
盛
の
実
在
性
に
疑
問
が
生
じ
る
。
全
体
と
し
て
、「
中
井
大
和
従
弟
」説
「
申
立
」）と
結
合
で
き
る
よ

う
に
「
中
井
大
和
」
家
の
系
譜
を
活
用
し
、
利
清
家
を
創
造
し
た
可
能
性
を
否
定
で
き
な
い
。

で
は
、「
従
兄
」
関
係
で
は
な
い
の
に
「
中
井
大
和
従
弟
と
申
立
」
て
、
ま
た
は
、
認
定
し
た
の
は
誰
か
。

ⅰ
）女
中
奉
公
時
の
浄
円

院
、

ⅱ
）藩
主
光
貞
、

ⅲ
）吉
宗
将
軍
就
任
時
の
江
戸
大
奥
、

ⅳ
）「
柳
営
婦
女
伝
系
」
編
者
が
想
定
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

ま
ず

ⅳ
）「
柳
営
婦
女
伝
系
」
編
者
に
つ
い
て
若
干
の
考
察
を
し
よ
う
。
同
書
で
は
、「
浄
円
院
之
系
」・
巨
勢
氏
以
外
の
将
軍
家
家

族
女
性
の
系
譜
に
つ
い
て
、
男
性
の
諱
・
通
名
が
記
さ
れ
る
が
、
巨
勢
氏
に
つ
い
て
は
全
員
諱
・
通
名
が
記
さ
れ
ず
、「
某
」
と
表
記
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
記
録
の
編
者
は
き
わ
め
て
差
別
的
で
、
浄
円
院
系
統
を
蔑
む
態
度
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
態
度
の
結
果
、
系
図
記
載

が
か
な
り
大
雑
把
で
あ
る
が
、
史
料
３
の
某
ａ
対
し
て
は
ゴ
シ
ッ
プ
的
な
事
情
を
拾
い
、
某
ｃ
に
つ
い
て
は
誤
謬
が
含
ま
れ
る
。
態
と

誤
謬
を
ね
つ
造
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

ⅲ
）に
は
浄
円
院
に
対
す
る
中
傷
・
ね
た
み
の
雰
囲
気
が
あ
り
、
そ
れ
が

ⅳ
）に
反
映
し
て
い

る
と
推
測
さ
れ
る
。

し
か
し
、
事
実
に
反
す
る
内
容
を
含
ん
だ
「
女
」

浄
円
院
）に
関
す
る
記
事
や
、
下
世
話
な
某
ａ
に
つ
い
て
の
情
報
内
容
に
、
事
実
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性
は
一
切
無
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
態
度
に
矛
盾
し
な
い
限
り
事
実
を
記
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
そ
の
事
実
性

は
何
時
胎
胚
し
た
の
か
の
検
討
も
必
要
と
な
る
。

町
人
の
夫
と
再
婚
し
た
浄
円
院
母
は
流
浪
し
た
身
で
あ
る
。
夫
八
左
衛
門
に
、
か
す
か
な
過
去
の
出
身
伝
承
、
つ
ま
り
大
和
の
伝
承

や
巨
勢
地
方
名
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
を
活
用
し
て
、
家
系
図
を
作
る
こ
と
は
容
易
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
身
元
証
明
に
よ
り

女
中
奉
公
は
可
能
と
な
ろ
う
。
誰
が
女
中
奉
公
の
仲
介
を
し
た
の
か
は
定
か
で
は
な
い
。
何
故
採
用
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
、
働
き
者
、

強
い
体
力
が
あ
っ
た
可
能
性
は
あ
る
が
不
詳
で
あ
る

22
）

。

こ
れ
ら
の
出
自
に
関
す
る
仮
証
明
書
は
、
浄
円
院
の
女
中
奉
公
採
用
時
に
は
通
用
し
た
か
も
知
れ
な
い
が
、
吉
宗
が
三
歳
位
迄
成
長

し
た
段
階
で
は
、
紀
州
徳
川
家
の
家
族
と
し
て
、
浄
円
院
に
関
す
る
正
式
証
明
書
が
必
要
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
第
一
章
で
紹
介
し
た「
有

徳
院
殿
徳
川
実
紀
」「
幕
府
祚
胤
伝
」編
纂
時
は
、
紀
伊
徳
川
家
か
ら
の
書
き
出
し
を
も
と
に
編
纂
さ
れ
、
紀
伊
徳
川
家
の
意
向
を
反
映

し
た
記
事
と
な
っ
て
い
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
浄
円
院
の
出
自
は
巨
勢
家
の
系
譜
・
系
図
と
密
接
不
可
分
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
一
八
世

末
『
寛
政
譜
』
編
纂
時
に
根
拠
と
さ
れ
た
巨
勢
家
・
中
井
家
の
家
系
・
系
譜
も
一
七
世
紀
末
に
は
す
で
に
整
理
さ
れ
て
い
た
と
み
ら
れ

る
。
中
井
分
家
と
さ
れ
る
正
利
｜
利
次
｜
利
盛
と
利
清
と
の
継
承
関
係
に
関
わ
る
情
報
が
、
い
ず
れ
に
担
保
さ
れ
て
い
た
の
か
疑
問
で

あ
る

中
井
本
家
筋
の
情
報
は
利
次
ま
で
）。

前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
勘
左
衛
門
の
父
八
左
衛
門
に
利
清
と
い
う
諱
が
早
く

先
妻
婚
姻
時
）か
ら
あ
っ
た
か
は
疑
問
で
あ
る
。
勘

左
衛
門
に
忠
善
と
い
う
諱
が
、
十
左
衛
門
に
由
利
と
い
う
諱
が
つ
け
ら
れ
た
の
は
浄
円
院
女
中
奉
公
時
、
あ
る
い
は
後
の
仕
官
時
で
は

な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
ま
た
戦
国
期
以
降
の
巨
勢
姓
の
開
始
や
系
譜
、
中
井
姓
と
の
繋
が
り
に
つ
い
て
は
浄
円
院
奉
公
後
に
、
紀
伊

徳
川
家

光
貞
）の
意
向
で
調
査
・
整
理
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
。
ま
た
京
都
の
「
中
井
大
和
従
弟
」
説
は
京
都
経
験
の
あ
る
浄
円
院
母

が
着
想
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

な
お
、
仮
に
家
系
が
続
い
て
い
た
と
し
て
も
、
利
清
の
代
に
巨
勢
姓
を
名
乗
る
必
然
性
は
、
こ
の
時
家
族
を
武
家
列
に
入
れ
る
た
め

徳川吉宗の母浄円院の家族

－33－



と
し
か
説
明
で
き
な
い
。『
寛
政
譜
』は
原
則
と
し
て
寛
政
年
間
の
幕
臣
が
提
出
し
た
家
譜
に
よ
っ
て
い
る
が
、
寛
政
期
に
武
家
列
か
ら

外
れ
た
中
井
家
の
系
譜
が
掲
載
さ
れ
る
の
は
異
例
で
あ
る
。
巨
勢
家
の
直
前
に
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
巨
勢
家
説
明
の
た
め
と
し
か
考
え

ら
れ
な
い
。
こ
の
中
井
家
系
譜
・
巨
勢
家
系
譜
は
セ
ッ
ト
で
あ
り
、
紀
伊
徳
川
家
の
系
図
調
査
と
も
関
係
深
い
と
理
解
さ
れ

23
）

る
。

ち
な
み
に
、
中
井
家
系
図
情
報
は
大
工
頭
中
井
家
に
も
継
承
さ
れ
て
い
た
が
、
傍
系
正
吉
弟
の
正
利
｜
利
次
｜
利
盛
と
い
う
系
譜
情

報
が
ど
こ
に
継
承
さ
れ
て
い
た
の
か
不
明
で
あ
り
、
利
盛
の
存
在
は
検
証
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
に
、
紀
伊
徳
川
家
か
ら
提
出
さ
れ
た
浄
円
院
家
族
に
関
す
る
家
系
・
家
譜
、
中
井
氏
・
巨
勢
氏
系
譜
は
光
貞
藩
主
時
代

に
浄
円
院
家
族
の
主
張
を
も
と
に
、
藩

光
貞
）に
よ
っ
て
編
集
、
作
成
さ
れ
た
も
の
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

四

幕
臣
化
と
そ
の
末
裔

つ
ぎ
に
根
岸
鎮
衛
「
耳
袋

囊
）」
の
記
事
を
取
り
上
げ
よ

24
）

う
。

【
史
料
８
】

＊
ふ
り
が
な
は
省
い
た
。「
」
は
校
訂
者

浄
円
院
様
御
婦
徳
之
事

吉
宗
公
の
御
母
堂
は
浄
円
院
と
称
し
奉
る
。
其
御
出
生
を
承
る
に
、
至
て
卑
賤
に
て
、
御
兄
弟
等
も
紀
州
に
て
軽
き
町
家
の
者
な

り
し
が
、
吉
宗
公
ご
出
世
に
付
、
浄
円
院
様
の
御
甥
巨
勢
両
家
と
も
五
千
石
高
を
給
は
り
、
御
側
御
奉
公
に
被
進
し
と
か
や

中
略
）

巨
勢
両
家
五
千
石
高
に
被
仰
付
候
節
、「
従
来
御
当
家
勤
仕
之
者
ま
た
紀
州
よ
り
御
供
之
者
は
如
何
様
に
も
御
取
立
可
然
候
得
共
、

巨
勢
両
人
は
元
来
町
人
の
儀
、
御
身
分
之
故
を
以
御
取
立
之
儀
、
御
国
政
之
道
理
に
当
り
不
申
、
有
難
と
は
不
被
思
召
」
よ
し
御

意
見
有
り
し
故
流
石
の
吉
宗
公
に
も
殊
之
外
御
こ
ま
り
被
遊
候
由
。「
尤
一
旦
被
仰
渡
も
有
し
上
は
、
今
更
御
改
も
難
成
事
に
付
、

此
上
右
兄
弟
之
者
御
役
筋
等
決
て
不
被
仰
付
、
只
今
之
姿
に
被
差
置
被
下
候
様
致
た
く
、
倅
共
の
代
に
至
り
其
器
に
当
り
候
は
ゝ
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如
何
様
に
も
被
召
仕
度
」
段
御
願
故
、
伊
豆
守
兄
弟
共
た
ゝ
奥
へ
相
詰
候
の
み
に
て
、
一
生
御
役
は
不
勤
よ
し
、

筆
者
根
岸
の
伝
聞
し
た
浄
円
院
関
係
の
情
報
で
、
ま
ず
注
目
さ
れ
る
の
は
、
浄
円
院
自
身
の
出
身
が
「
卑
賤
」
武
家
世
界
か
ら
み
て

低
い
身
分
）で
あ
り
、「
御
兄
弟
等
」
も
「
軽
き
町
家
」
出
身
で
あ
る
と
の
認
識
で
あ
る
。
引
用
史
料
中
の
「
」
内
は
浄
円
院
の
発
言
の

部
分
を
校
訂
者
長
谷
川
強
が
付
し
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
浄
円
院
自
身
が
「
巨
勢
両
人
は
元
来
町
人
」
と
述
べ
て
い
る
と
い
う
解

釈
で
あ
る
。
全
体
が
伝
聞
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
自
身
の
発
言
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
直
接
発
言
に
準
じ
て
受
け
止
め
て
よ
い

で
あ
ろ
う

も
し
ね
つ
造
・
誹
謗
で
あ
れ
ば
根
岸
は
処
罰
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
）。
本
論
の
趣
旨
は
こ
の
内
容
と
合
致
す
る
。
幕
府
関
係
者

は

と
し
て
出
自
を
知
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
浄
円
院
自
身
や
吉
宗
存
命
中
は
口
に
出
せ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

な
お
、「
御
兄
弟
等
」
と
い
う
の
は
、
紀
州
時
代
が
想
定
さ
れ
る
の
で
、
事
実
と
し
て
は
浄
円
院
の
義
弟
勘
左
衛
門

忠
善
）・
実
弟
十

左
衛
門

由
利
）兄
弟
の
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
か
し
根
岸
の
認
識
に
、
江
戸
に
来
て
い
な
い
勘
左
衛
門
が
入
る
で
あ
ろ
う
か
。
彼
は
、

十
左
衛
門
と
そ
の
甥
六
左
衛
門

至
信
）を
誤
っ
て
兄
弟
と
認
識
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
二
つ
目
の
「
」
内
の
「
右
兄
弟
之
者
御
役
筋
」

云
々
の
「
兄
弟
」
は
江
戸
へ
下
向
し
、
加
増
さ
れ
た
十
左
衛
門
と
六
左
衛
門
を
意
味
す
る
の
で
、
や
は
り
甥
六
左
衛
門
を
そ
の
父
勘
左

衛
門
と
間
違
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
「
柳
営
婦
女
伝
」
の
説
に
基
づ
い
て
お
り
、
当
時
こ
の
説
が
幕
府
内
で
流
布
し
て
い
た
可
能
性
が
あ

る
。と

こ
ろ
で
、
初
め
の
浄
円
院
発
言
「
」
内
の
、「
巨
勢
両
人
は
元
来
町
人
」「
御
取
立
」
は
、
享
保
三
年

一
七
一
八
）の
幕
臣
化
、
加

増
・
昇
格
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
浄
円
院
の
批
判
対
象
と
な
っ
た
加
増
や
「
巨
勢
両
家
」
等
に
つ
い
て
整
理
し
て
お
き
た
い
。
第
1

表
は
、
勘
左
衛
門
｜
六
左
衛
門
親
子
に
始
原
を
持
つ
至
信
伊
豆
守
系
の
幕
臣
巨
勢
家
と
、
十
左
衛
門

由
利
、
丹
波
守
）｜
十
左
衛
門

利

啓
）親
子
に
始
原
を
持
つ
大
和
守
系
幕
臣
巨
勢
家
に
つ
い
て
、
事
績
を
年
表
の
形
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
史
料
は
『
寛
政
譜
』
で
あ

る
。
幕
臣
二
家
の
事
績
に
つ
い
て
は
真
偽
に
つ
き
と
く
に
検
討
を
要
す
る
こ
と
は
な
い
。

こ
の
表
で
ま
ず
注
目
さ
れ
る
の
は
、
江
戸
入
り
し
た
翌
々
年
享
保
三
年

一
七
一
八
）五
月
一
三
日
の
同
時
加
増
で
あ
る
。
十
左
衛
門

徳川吉宗の母浄円院の家族
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由
利
は
千
石
か
ら
五
千
石
へ
、
六
左
衛
門
至
信
は
三
〇
〇
石

か
ら
千
石
へ
加
増
さ
れ
た
。
両
者
の
格
差
は
、
紀
州
時
代
以

来
の
兄
弟
逆
転

血
縁
差
）を
継
承
し
た
も
の
で
あ
る
。
前
者

十
左
衛
門
由
利
は
そ
の
年
末
に
従
五
位
下
丹
波
守
に
叙
任
さ

れ
る
が
、
享
保
四
年
四
月
に
死
去
す
る
。
利
啓
が
そ
の
遺
跡

五
千
石
）を
継
い

25
）

だ
。
六
左
衛
門
至
信
は
遅
れ
て
翌
享
保
四

年
末
に
従
五
位
下
伊
豆
守
に
叙
任
さ
れ
る
。
こ
の
理
由
と
し

て「
来
年
正
月
紀
伊
大
納
言
頼
宣
五
十
回
法
会
あ
る
に
よ
り
、

御
名
代
を
う
け
た
ま
は
り
て
和
歌
山
へ
お
も
む
く
が
ゆ
へ
な

り
」
と
記
さ
れ
て
い

26
）

る
。
一
方
、
十
左
衛
門
利
啓
は
享
保
六

年
閏
七
月
に
従
五
位
下
大
和
守
に
叙
任
さ
れ
た
が
、
こ
の
理

由
と
し
て
「
こ
れ
紀
伊
大
納
言
光
貞
卿
十
七
回
法
会
行
は

る
ゝ
に
よ
り
、
御
名
代
を
う
け
た
ま
は
り
て
和
歌
山
へ
赴
く

が
ゆ
へ
な
り
」
と
記
さ
れ
て
い

27
）

る
。
十
左
衛
門
が
な
く
な
っ

た
後
の
段
階
で
は
、
お
そ
ら
く
年
齢
差
に
よ
り
、
ま
た
経
験

差
に
よ
り
、
至
信
が
兄
貴
分
、
利
啓
が
弟
分
の
よ
う
な
扱
い

で
あ
る

采
地
石
高
を
除
い
て
）。

そ
の
後
、
享
保
一
七
年
に
至
信
は
「
御
側
」

御
側
衆
）と

な
り
、
五
千
石
に
加
増
さ
れ
た
。
利
啓
は
一
三
年
遅
れ
て
延

第１表 巨勢両家の動向

利清一女 利清一男 利清二男

浄円院 巨勢忠善 子 至信ユキノブ 巨勢由利ヨシトシ 子 利啓トシノリ吉宗

勘左衛門 勘太郎・六左衛門 善之助・十左衛門 善之助・十左衛門

宝永７頃 1710 (三百石)御小姓 千石 奉行格御用役

享保１ 1716 将軍 三百石 御小姓 千石 番頭格浄円院御供

享保２ 1717

享保３ 1718 江戸城二の丸入 4.18召出、5.13千石 4.18召出、5.13五千石

同 12.18従五位下丹波守

享保４ 1719 12.22従五位下伊豆守 4.08死去、西大久保大養寺埋葬 6.01遺跡(五千石)継承

享保５ 1720 正、頼宣五十回忌名代

享保６ 1721 閏7.18従五位下大和守

同 ８.光貞十七回忌名代

享保９ 1724 千石加増

享保10 1725

享保11 1726 死去、71歳

享保13 1728 4.日光山参詣 日光山供奉 日光山供奉

享保17 1732 2.05御側。五千石に加増

延享２ 1745 10.15御側

延享３ 1746 9.01隠居

延享４ 1747 6.20死去

宝暦元 1751 7.10遺品近江久通太刀 7.10遺品近江久通太刀

宝暦４ 1754 5.12死去、西大久保大養寺埋葬

明和２ 1765 7.04死去

人物

年代
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享
二
年

一
七
四
九
）に
「
御
側
」
に
任
じ
ら
れ
た
。
以
前
、
享
保
一
三
年
の
吉
宗
日
光
社
参
詣
時
に
は
、
両
人
共
に
供
奉
し
、
延
享
四

年

一
七
五
一
）吉
宗
が
亡
く
な
っ
た
際
に
は
、
遺
品
と
し
て
と
も
に
近
江
久
通
の
太
刀
を
貰
っ
て
い
る
。
吉
宗
が
将
軍
の
時
期
、
従
兄

弟
で
あ
る
両
人
は
ほ
ぼ
同
じ
よ
う
に
扱
わ
れ
た
。
そ
の
た
め
両
人
は
廻
り
か
ら
兄
弟
と
認
識
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。
記
録

史
料
８
）

の
「
伊
豆
守
兄
弟
共
」
と
い
う
の
は
こ
の
よ
う
な
状
況
に
基
づ
く
認
識
で
あ
ろ

28
）

う
。
こ
の
認
識
は
至
信
と
利
啓
の
併
存
期
で
あ
る
享
保

四
年

一
七
一
九
）〜
宝
暦
四
年

一
七
五
四
）に
限
ら
れ
る
。
ち
な
み
に
、「
御
兄
弟
等
」「
右
兄
弟
之
者
」は
十
左
衛
門
由
利
の
存
命
期
、

享
保
三
年
・
四
年
に
限
ら
れ
る
。

先
に
見
た
根
岸
の
記
録
に
「
巨
勢
両
家
五
千
石
」
と
あ
る
。
享
保
一
七
年
以
降
で
あ
れ
ば
、
至
信

六
左
衛
門
）家
と
利
啓

二
代
目
十

左
衛
門
）家
が
該
当
す
る
が
、
同
年
以
前
に
は
該
当
す
る
対
象
が
な
い
。
し
か
し
浄
円
院
は
享
保
一
一
年
に
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
、
こ

の
伝
承
記
録
は
矛
盾
を
孕
ん
で
い
る
。
後
世
の
根
岸
の
目
を
通
し
て
見
れ
ば
こ
の
両
家
を
指
す
と
理
解
さ
れ
る
。

こ
の
記
録
の
中
で
「
両
家
」「
両
人
」
の
「
両
」
の
さ
す
内
容
が
異
な
っ
て
お
り
、「
兄
弟
」
も
さ
す
内
容
が
変
化
し
て
い
る
。
浄
円

院
の
吉
宗
へ
の
批
判
意
見
と
そ
の
後
の
両
巨
勢
家
の
動
向
と
い
う
、
時
間
経
過
に
と
も
な
う
二
つ
の
事
態
が
述
べ
ら
れ
、
認
識
の
混
乱
、

曖
昧
さ
を
含
む
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
と
は
い
え
後
世
の
認
識
は
、
両
人
・
両
家
を
お
お
む
ね
セ
ッ
ト
で
見
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
の
記
録
の
続
き
に
は
、
浄
円
院
は
六
代
将
軍
家
宣
夫
人
天
英
院
か
ら
度
々
対
面
を
求
め
ら
れ
た
が
、「
軽
き
身
分
よ
り
結
構

に
成
り
候
儀
、
歴
々
の
面
前
へ
出
候
身
分
に
無
之
」と
し
て
断
り
、
一
度
対
面
し
た
が
、「
始
終
遙
か
の
御
次
に
の
み
入
ら
せ
ら
れ
、
御

挨
拶
等
も
御
近
習
の
女
中
衆
へ
御
挨
拶
の
み
」
で
あ
っ
た
と
記
録
し
て
い
る
。
根
岸
は
こ
れ
を
「
敬
憚
の
御
事
」
と
高
く
評
価
し
、
浄

円
院
の
態
度
を
「
御
婦
徳
」
と
表
現
し
た
。
当
時
の
幕
府
世
界
で
は
浄
円
院
を
見
下
す
見
方
と
、
遠
慮
に
対
す
る
尊
敬
の
念
と
が
併
存

し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
幕
府
世
界
で
の
浄
円
院
の
出
自
認
識
と
、
そ
の
甥
達
の
出
世
の
位
置
づ
け
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
根
岸
の

記
録
に
よ
っ
て
、
浄
円
院
家
族
は

幕
府
世
界
の
武
家
か
ら
見
て
「
卑
賤
」
と
い
う
身
分
認
識
で
み
ら
れ
た
）紀
州
の
町
家
出
身
者
で
あ

徳川吉宗の母浄円院の家族
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る
こ
と
が
傍
証
さ
れ
た
。
同
時
に
、
弟
の
倅
で
あ
る
巨
勢
至
信
・
巨
勢
利
啓
が
公
方
吉
宗
の
名
代
と
し
て
両
家
の
本
貫
地
和
歌
山
を
訪

れ
て
い
た
こ
と
も
確
認
さ
れ
た
。

お
わ
り
に

浄
円
院
の
母
が
順
礼
中
に
倒
れ
、
世
話
に
な
っ
た
有
田
郡
広
浦
養
源

29
）

寺
の
「
検
束
帳
」
寺
史
）に
、
次
の
よ
う
な
宝
永
五
年

一
七
〇

八
）の
出
来
事
が
記
さ
れ
て
い
る
。

【
史
料
９
】

一
宝
永
五
子
ノ
年
、

浄
円
院
様
ニ
も
右
大
黒
天
御
拝
見
被
遊
、
表
具
麁
々
ニ
而

御
座
候
ニ
付
、
御
表
具
被

仰
附
、
巨
勢
十
左
衛
門
殿
承
り
ニ
て
、

幅
三
尺
・
長
ケ
五
尺
之
御
表
具
、
尤
ご
紋
附
ニ
て
被
為
下
置
候
、

浄
円
院
が
養
源
寺
を
訪
ね
た
際
に
弟
巨
勢
十
左
衛
門
が
同
行
し
、
大
黒
天
絵
像

軸
）の
表
具
修
理
を
任
さ
れ
て
い
る
。
姉
弟
に
よ
る

絵
像
修
理
と
い
う
養
源
寺
へ
の

私
的
）関
与
が
注
目
さ
れ
る
。

当
時
、
十
左
衛
門
は「

奉
行
格
）御
用
役
」
も
し
く
は
中
之
間
番
頭
格
）に
任
じ
ら
れ
て
い
た
が
、
姉
浄
円
院
の
御
供
が
職
務
で
あ
っ

た
と
み
ら
れ
る
。
浄
円
院
に
は
別
途
に
お
付
き
の
者
が
い
た
が
、
実
質
的
に
は
十
左
衛
門
が
姉
浄
円
院
の
お
供
を
し
た
。
つ
ま
り
浄
円

院
へ
の
同
行
は
弟
の
職
務
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
寺
宝
絵
像
の
修
理
は
公
的
な
業
務
で
あ
っ
た
ろ
う
か

普
通
に
は
寺
社
奉
行
経
由
で
行

わ
れ
る
）。
こ
の
場
合
は
公
的
行
為
で
は
な
く
浄
円
院
の
私
的
行
為
と
し
て
処
理
さ
れ
た
。
大
黒
天
絵
像
は
葵
の
紋
付
き
表
装
で
仕
上
げ

ら
れ
た
。

こ
の
姉
弟
と
母
は
か
つ
て
、
熊
野
へ
順
礼
の
途
次
こ
の
寺
に
世
話
に
な
っ
た
と
の
伝
承
が
あ
る
。
こ
の
修
理
は

広
大
敷
地
へ
の
同
寺
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の
移
転
と
あ
わ
せ
て
）姉
弟
の
幼
少
期
の
体
験
に
根
ざ
し
た
、
養
源
寺
へ
の
恩
返
し
の
一
つ
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
浄
円
院
の
血
縁
家

族
と
養
源
寺
の
特
別
な
関
係
を
象
徴
し
て
い
る
と
理
解
さ
れ

30
）

る
。

と
こ
ろ
で
、
史
料
１
で
浄
円
院
の
実
名
は
「
紋
子

由
利
）」
と
記
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
「
由
利
」
に
つ
い
て
は
さ
て
お
き
）「
紋
子
」

を
傍
証
す
る
史
料
は
こ
れ
ま
で
紹
介
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
海
士
郡
に
あ
っ
た
松
林
寺
は
浄
円
院
が
曹
洞
宗
の
僧
天
旭
を
全
面
的
に
支

援
し
て
創
建
さ
れ

31
）

た
。
同
寺
の
「
松
林
寺
開
闢
建
立
之
縁
起
」
に
「
吉
宗
卿
之
胎
産
母
儀
者

名
ク

モ
ン門

姫
ト
」「
此
ノ
門

ヒ
メ姫

大
善
女
也
」
と
、

「
後
続
雑
記
」
に
は
「
元
禄
七
年
甲
戌
年
十
月
十
七
日
従
浄
円
院
尊
儀
賜
願
書
ヲ
、
御

ワ
カ
ナ
モ
ン
ヒ
メ

若
名
門
姫
也
、」
と
記
さ
れ
て
い

32
）

る
。
吉
宗
は
元

禄
七
年

一
六
九
四
）二
月
に
一
一
歳
で
、
新
之
助
と
改
名
し
た
。
こ
の
頃
母
は
僧
天
旭

の
ち
松
林
寺
創
建
）に
新
之
助
に
関
す
る
祈
願

を
依
頼
し
た
。
こ
れ
ら
の
記
載
か
ら
、
浄
円
院
が
「
門
姫
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
漢
字
表
記
は
と
も
あ
れ
、「
門
」
｜
「
モ

ン
」
｜
「
紋
」
と
通
じ
て
お
り
、「
モ
ン
」
が
実
名
で
あ
る
と
確
定
で
き

33
）

る
。

以
上
、
本
稿
で
は
浄
円
院
の
家
族
に
つ
き
、
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
論
証
過
程
を
叙
述
し
た
。

す
な
わ
ち
浄
円
院
の
家
族
形
成
は
、
京
都
時
代
、
和
歌
山
時
代

町
人
と
の
再
婚
）と
い
う
二
段
階
で
理
解
さ
れ
、
浄
円
院
「
モ
ン
」）

の
女
中
奉
公
、
光
貞
お
手
つ
き
を
き
っ
か
け
と
し
て
二
人
の
義
弟
・
実
弟
の
紀
州
藩
家
臣
化
、
巨
勢
家
系
図
の
整
理
と
い
う
よ
う
に
す

す
み
、
さ
ら
に
吉
宗
将
軍
就
任
に
よ
り
、
浄
円
院
の
実
弟
・
甥
、
義
弟
甥
の
幕
臣
化
、
巨
勢
姓
二
家
の
幕
府
世
界
で
の
上
昇
が
み
ら
れ

た
。し

か
し
将
軍
の
母
と
な
っ
た
浄
円
院
は
、
吉
宗
に
よ
っ
て
取
り
立
て
ら
れ
、
紀
州
藩
、
及
び
幕
臣
世
界
に
家
臣
・
幕
臣
と
し
て
登
場

す
る
こ
と
と
な
っ
た
巨
勢
家
が
、
政
治
に
は
関
わ
る
こ
と
を
戒
め
た
。
こ
の
た
め
か
、
巨
勢
二
家
は
吉
宗
将
軍
期
、
冷
泉
門
人
と
し
て

雅
の
世
界
、
江
戸
歌
壇
の
一
役
を
に
な
っ
た
。

徳川吉宗の母浄円院の家族

－39－



注１
）整
理
番
号
１
０
９
。
同
文
書
群
は
筆
者
が
一
九
九
一
年
二
月
九
日
に
調
査
し
、
同
年
六
月
一
二
日
に
目
録
を
浄
書
し
た
。
そ
の
整
理
番
号
で
あ
る
。
同
文
書

は
現
在
和
歌
山
市
立
博
物
館
に
寄
託
さ
れ
て
い
る
が
、
当
初
の
整
理
番
号
が
生
か
さ
れ
て
い
る
。

２
）久
保
田
啓
一
「
江
戸
冷
泉
門
と
成
嶋
信
遍
」

日
本
近
世
文
学
界
編
『
近
世
文
芸
』
Ｖ
ｏ
ｌ
四
四
）。
同
氏
に
よ
る
と
「
将
軍
吉
宗
治
世
下
、
い
わ
ば
そ
の
膝

元
か
ら
生
ま
れ
た
江
戸
冷
泉
門
の
和
歌
が
享
保
以
降
の
江
戸
雅
文
芸
の
一
典
型
と
し
て
の
性
格
を
有
す
る
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る

一
三
頁
）。

３
）二
〇
一
六
年
一
二
月
吉
川
弘
文
館
。
吉
川
歴
史
文
化
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
四
三
九
。

４
）小
山
誉
城
「
徳
川
吉
宗
の
母
浄
円
院
に
つ
い
て
」
『
和
歌
山
地
方
史
研
究
28
』
一
九
九
五
年
）。
他
に
浄
円
院
に
つ
い
て
の
個
別
分
析
を
知
ら
な
い
。
辻
達

也
『
徳
川
吉
宗
』

吉
川
弘
文
館
、
一
九
五
八
年
）・
深
井
雅
海
『
日
本
近
世
の
歴
史

綱
吉
と
吉
宗
』

吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
二
年
）で
は
「
お
ゆ
り
の
方
」、

大
石
慎
三

『
徳
川
吉
宗
と
そ
の
時
代
』

中
公
文
庫
、
一
九
八
九
年
）で
は
「
紋
子

お
由
利
の
方
）」、
大
石
学
『
吉
宗
と
享
保
の
改
革
』

東
京
堂
出
版
、

一
九
九
五
年
）で
は
「
お
由
利
の
方

紋
子
、
お
紋
の
方
と
も
い
う
）」
と
い
う
よ
う
に
名
前
さ
え
不
確
定
で
あ
る
。
根
拠
と
な
る
江
戸
期
の
系
譜
記
事
が
一

定
し
て
い
な
い
た
め
で
あ
る
。

５
）拙
稿
「
紀
州
時
代
吉
宗
史
の
再
構
成
｜『
南
紀
徳
川
史
』
歴
史
像
の
克
服
｜
」
『
紀
州
経
済
史
文
化
史
研
究
所
紀
要
』
第
三
七
号
、
二
〇
一
六
年
）。

６
）『
新
訂
増
補
国
史
大
系

徳
川
実
紀

第
八
篇
』
五
一
頁
。

７
）群
書
類
従
完
成
会
本
、
第
二
十
、
三
五
二
頁
・
三
五
四
頁
。

８
）「
元
は
巨
勢
氏
に
し
て
、
巨
勢
を
家
号
と
す
と
い
へ
ど
も
、
利
次

引
用
注
、
系
図
で
は
利
清
の
祖
父
）が
従
兄
弟
大
和
守
正
清
家
の
姓
橘
氏
に
あ
ら
た
め
、

中
井
を
称
す
る
が
ゆ
へ
に
、
と
も
に
こ
れ
を
称
し
」
と
改
正
事
情
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
一
方
中
井
氏
の
項
を
見
る
と
、
も
と
巨
勢
氏
で
、「
正
清
が
と
き

に
い
た
り
外
家
の
橘
姓
に
あ
ら
た
め
、
中
井
を
称
す
。
子
孫
今
譜
を
た
て
ま
つ
れ
る
列
に
あ
ら
ず
。」と
あ
り
、
正
清
以
降
は
武
家
で
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

と
す
れ
ば
同
時
に
改
姓
し
た
利
次
以
降

利
盛
が
実
在
す
る
と
し
て
も
）、
孫
の
利
清
も
武
家
で
な
い
可
能
性
が
高
い
。

９
）群
書
類
従
完
成
会
『
徳
川
諸
家
系
譜
』
第
一
、
二
五
一
頁
。
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10
）群
書
類
従
完
成
会
『
徳
川
諸
家
系
譜
』
第
二
、
一
一
七
頁
。

11
）群
書
類
従
完
成
会
『
徳
川
諸
家
系
譜
』
第
一
、
五
七
頁
。

12
）国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
、
和
書
１
５
１

０
２
１
６
で
は
「
紀
州
御
分
限
帳
」
と
命
名
さ
れ
て
い
る
。
掲
示
部
分
以
外
の
本
文
中
に
、
水
野
淡
路
守
・
三

浦
遠
江
守
・
久
野
和
泉
守
の
名
が
見
え
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
、
水
野
重
期
・
三
浦
為
隆
・
久
野
俊
正
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
官
位
叙
任
が
揃
う
の
は
宝
永
六
年

一
二
月
一
八
日
以
降
で
あ
る
『
寛
政
譜
』）。
ま
た
「
宮
様
御
家
老
」
と
い
う
職
名
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、「
宮
様
」
は
吉
宗
の
正
室
真
宮
理
子
で
あ
り
、
宝

永
三
年
一
一
月
に
結
婚
し
、
宝
永
七
年
六
月
に
死
去
し
て
い
る
。
つ
ま
り
こ
の
分
限
帳
は
お
お
よ
そ
宝
永
六
年
末
〜
同
七
年
六
月
迄
の
頃
に
作
成
さ
れ
た
と

推
定
し
う
る
。
奥
書
に
「
天
保
十
己
亥
年
九
月
中
旬
写
畢
松
井
平
蔵
書
」
と
あ
り
、
天
保
一
〇
年

一
八
三
九
）の
写
で
あ
る
。
本
史
料
は
、
す
で
に
深
井
雅

海
氏
が
利
用
、
分
析
さ
れ
て
お
り
『
徳
川
将
軍
政
治
権
力
の
研
究
』、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
一
年
、
二
二
〇
・
二
四
二
・
三
頁
参
照
）、
周
知
の
史
料
で
あ

る
。
筆
者
が
未
検
討
で
あ
っ
た
と
い
う
だ
け
で
あ
る
。

13
）国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
、
和
書
１
５
１

０
３
４
１
。

本
文
冒
頭
に
、「
将
軍

家
継
考
有
章
院
殿
正
徳
六
丙
申
年
四
月
晦
日
依
薨
去
、
吉
宗
公
紀
州
ヨ

リ
被
遊
御
相
続
候
節
御
供
被
召
連
候
家
名
、
如
左
」
と
あ
り
、
将
軍
就
任
直
後
の
紀
伊
徳
川
家
家
臣
と
職
名
・
知
行
高
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
天
保

三
年

一
八
三
二
）松
井
範
春
に
よ
り
、
書
写
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

14
）国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
、
和
書
１
５
１

０
３
４
２
。

中
表
紙
）「
正
徳
六
申
年
紀
州
ヨ
リ
当
御
城
江
召
連
候
御
人
数
姓
名
書
」
と
あ
り
、
こ
の
「
召
連

候
御
人
数
姓
名
書
」
に
「
朱
書
之
分

紀
藩
よ
り
御
供
之
者
姓
名
録
ヲ
以
抜
ス
」
と
い
う
よ
う
に
注
記
が
加
え
ら
れ
た
。
記
事
の
下
限
は
享
保
八
年
七
月
の

井
沢
弥
惣
兵
衛
の
江
戸
下
向
に
関
す
る
記
事
で
あ
る
。
ま
た
「
享
保
日
記
」
と
い
う
書
き
込
み
が
あ
り
、
頭
注
に
「
享
保
日
記
ハ
享
ト
ノ
ミ
記
ス
」
と
あ
る
。

つ
ま
り「
享
保
日
記
」記
事
に
よ
る
校
訂
が
な
さ
れ
て
い
る
。
個
々
の
記
事
に
お
け
る
記
事
の
年
代
腑
分
け
は
整
理
し
が
た
い
の
で
、
書
き
込
み
を
含
め
て
、

当
史
料
は
内
容
的
に
は
享
保
八
年
頃
と
し
て
お
く
。

15
）前
掲
注

４
）小
山
論
文
。

16
）『
和
歌
山
県
史

近
世
史
料
一
』
所
載
。
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17
）施
主
江
戸
巨
勢
氏
あ
て
第
一
八
代
蘭
誉
代
の
書
状
控

大
立
寺
編
『
大
立
寺
古
文
書
』
掲
載
）。
志
賀
祐
春
「
広
瀬
無
辺
院
大
立
寺
」

一
九
七
〇
年

昭
和
四

五
）一
二
月
六
日
木
国
文
化
財
協
会
例
会
報
告
資
料
）に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
施
主
巨
勢
日
向
守
は
「
法
事
料
」
銀
三
枚
と
香
奠
金
二
百
匹
を
、
巨
勢
馬
之
助

が
香
奠
金
二
百
匹
を
大
立
寺
へ
渡
し
て
い
る
。

18
）『
寛
政
譜
』
に
よ
る
と
、
巨
勢
利
和
は
寛
政
八
年
九
月
御
小
姓
組
番
頭
に
昇
進
し
、
同
年
一
二
月
一
九
日
従
五
位
下
日
向
守
に
叙
任
さ
れ
て
い
る
。「
馬
之

助
」
は
巨
勢
利
喬
で
、
安
永
四
年
に
巨
勢
由
利
家
を
継
ぎ
、
通
称
「
求
馬
之
助
」。「
求
」
の
記
載
が
脱
落
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
巨
勢
家
は
武
家
と
な
っ
た
が
、

大
立
寺
は
町
大
年
寄
を
勤
め
た
大
亦
家
『
和
歌
山
市
史

第
二
巻
』
第
五
三
七
頁
）の
菩
提
寺
で
も
あ
っ
た

注

17
）報
告
資
料
）。
こ
の
よ
う
に
大
立
寺
は

元
々
町
人
有
力
家
の
支
え
る
寺
院
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。

19
）こ
の
故
に
後
に
母

冷
香
院
）の
墓
碑
が
建
て
ら
れ
た
。
享
保
八
年
頃
、
浄
円
院
の
意
向
で
、
冷
香
院
供
養
の
た
め
金
五
百
両
が
与
え
ら
れ
た
と
伝
え
る

注

17
）『
大
立
寺
古
文
書
』
寺
社
奉
行
長
沢
五
郎
左
衛
門
の
名
か
ら
年
代
推
定
）。

20
）彦
根
中
村
元
麻
呂
が
明
治
二
六
年
に
毎
日
新
聞
に
載
せ
た
「
吉
宗
公
逸
事
」
お
よ
び
神
野
嘉
功
筆
記

明
治
一
九
年
頃
大
立
寺
和
尚
英
忍
聞
き
取
り
）。『
南

紀
徳
川
史
』
第
一
冊
五
一
三
〜
一
四
所
引
。
た
だ
し
一
三
代
白
雲
は
「
白
翁
」
の
こ
と
で
、
享
保
年
間
の
人
物
で
あ
る

大
立
寺
古
文
書
）。
何
が
し
か
の
混

乱
が
あ
る
。

21
）中
井
信
彦
・
高
橋
正
彦
「
大
工
頭
中
井
家
文
書

一
）」

三
田
史
学
会
『
史
学
』
37

１
）一
九
六
四
年
）九
七
〜
一
〇
〇
頁
、
正
知
は
相
続
時
幼
年
と
見
え
て

伯
父
正
純
が
後
見
し
た
。『
寛
政
譜
』
は
第
二
十
、
三
五
一
〜
五
二
頁
）、
高
橋
正
彦
編
『
大
工
頭
中
井
家
文
書
』
慶
応
通
信
、
一
九
八
三
年
）、
川
上
貢
編

『
幕
府
京
都
御
大
工
頭
中
井
家
文
書
目
録
｜
長
香
寺
寄
託
分
｜
』
京
都
大
学
工
学
部
建
築
系
教
室
建
築
史
研
究
室
、
一
九
八
三
年
）に
よ
る
と
、
正
利
家
系

は
利
次
ま
で
実
在
が
確
認
で
き
る
。

22
）『
南
紀
徳
川
史
』
第
一
冊
五
一
五
頁
に
岡
野
平
太
夫
家
が
関
与
し
た
と
伝
え
る
。

23
）大
工
頭
中
井
家
所
蔵
「
系
譜
」
の
記
載
で
は
、
正
清
が
家
康
に
謁
見
し
た
時
、
巨
勢
姓
を
中
井
に
改
姓
し
た
と
あ
る
が
、
一
方
に
は
、
正
清
の
父
正
吉
の
時

改
姓
と
あ
り

正
知
「
覚
書
」）、
改
姓
時
期
は
不
明
確
と
指
摘
さ
れ
て
い
る

前
掲
注

21
）中
井
・
高
橋
論
文
）。
中
井
家
系
図
情
報
は
確
定
し
て
い
な
い
。
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24
）本
史
料
は
多
く
の
写
本
が
伝
わ
っ
て
お
り
、
幾
つ
か
の
校
訂
本
が
あ
る
が
、
本
稿
で
は
原
書
に
近
い
表
記
と
思
わ
れ
る
根
岸
鎮
衛
著
・
長
谷
川
強
校
注
『
耳

囊

上
』
岩
波
文
庫

黄
二
六
一
｜
一
、
一
九
九
一
年
第
五
刷
）を
使
用
す
る
。
根
岸
鎮
衛
は
元
文
二
年

一
七
三
七
）に
生
ま
れ
、
文
化
一
二
年

一
八
一

五
）に
亡
く
な
っ
た
。
吉
宗
は
寛
延
四
年

一
七
五
一
）に
没
し
て
い
る
。
つ
ま
り
根
岸
は
壮
年
期
・
熟
年
期
に
勘
定
奉
行
・
町
奉
行

南
）を
歴
任
し
て
お
り
、

か
つ
て
吉
宗
に
近
侍
し
た
人
々
が
多
く
存
命
で
、
根
岸
は
伝
聞
の
形
で
諸
々
の

・
情
報
を
聞
く
こ
と
が
で
き
た
。

25
）五
千
石
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
利
啓
の
孫
利
喬
の
項
に
は
「
采
地
五
千
石
」
と
あ
り
、
五
千
石
が
代
々
継
承
さ
れ
た
と
理
解
さ
れ
る
。

26
）紀
伊
徳
川
家
菩
提
寺
長
保
寺
の
「
南
龍
院
様
五
十
回
御
忌
御
法
事
諸
日
記
」

和
歌
山
県
立
博
物
館
『
八
代
将
軍
吉
宗
と
紀
州
徳
川
家
』
一
九
九
五
年
、
掲

載
）に
は
、
享
保
五
年

一
七
二
〇
）正
月
一
〇
日
「
午
刻
巨
勢
伊
豆
守
殿
為

御
代
拝
本
行
院
江
御
入
」「
公
方
様
御
代
拝
相
済
」
と
あ
る
。
な
お
、
正
月
二

日
に
「
従
公
方
様
為

御
代
拝
御
小
納
戸
巨
勢
伊
豆
守
殿
被
仰
付
」「
来
九
日
養
珠
寺
ニ
被
致
止
宿
十
日
朝
雲
蓋
院

御
代
拝
」
通
知
が
来
た
と
記
さ
れ
て

い
る
。
ち
な
み
に
こ
の
日
程
・
コ
ー
ス
で
あ
れ
ば
、
玉
津
嶋
社
に
も
参
詣
し
た
可
能
性
が
あ
る
。

27
）光
貞
は
宝
永
二
年

一
七
〇
五
）八
月
八
日
に
死
去
し
た
。
法
要
・
宿
泊
所
等
は
不
詳
で
あ
る
が
、
彼
も
玉
津
嶋
社
に
参
詣
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。

28
）も
し
六
左
衛
門
が
実
は
十
左
衛
門
の
長
男
で
、
幼
少
期
に
義
兄
の
養
子
と
し
た
と
い
う
こ
と
が
あ
れ
ば
、
至
信
・
利
啓
は
実
の
兄
弟
と
な
る
。
十
左
衛
門
は

亡
く
な
っ
て
江
戸
西
大
久
保
大
養
寺
に
埋
葬
さ
れ
た
が
、
約
三
〇
年
後
甥
至
信
も
同
寺
に
埋
葬
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
そ
の
可
能
性
の
指
摘
に
と
ど
め
て

お
く
。

29
）養
源
寺
は
元
は
法
花
寺
と
称
し
、
初
め
は
鹿
背
山
に
あ
り
、
室
町
末
期
に
広
の
田
町
中
程
に
移
り
、
吉
宗
藩
主
時
代
広
御
殿
の
跡
地

現
在
地
）へ
移
転
し
た

と
理
解
さ
れ
て
い
る

田
中
重
雄
『
広
養
源
寺
沿
革
小
誌
』
一
九
七
五
年
一
二
｜
一
三
頁
）。

30
）注

５
）拙
稿
、
二
六
・
三
二
頁
。

31
）現
和
歌
山
市
上
野
。
江
戸
期
浄
円
院
の
肝
煎
り
で
松
江
村
に
創
建
さ
れ

前
出
注

3
）拙
著
参
照
）、
戦
後
に
現
地
に
移
転
し
た
。

32
）松
林
寺
所
蔵
「
南
閻
浮
提
大
日
本
南
海
道
海
士
郡
東
松
江
梅
岑
山
竹
園
院
松
林
護
国
禅
寺
開
山
天
旭
大
中
頭
陀
当
寺
建
立
之
諸
記
」
に
よ
る

天
旭
自
筆
）。

平
井
鈴
雄
編
「
梅
岑
山
竹
園
院
松
林
寺
建
立
之
諸
記
」
一
九
七
一
年
二
月
一
三
日
南
葵
史
談
会
報
告
資
料
を
参
照
し
た
。

徳川吉宗の母浄円院の家族
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33
）史
料
１
の

由
利
）は
側
室
名
で
あ
ろ
う
か
。
根
拠
は
な
い
が
、
浄
円
院
の
母

冷
香
院
）の
実
名
か
も
し
れ
な
い
。
と
す
れ
ば
十
左
衛
門
は
母
の
名
前
文
字
を

取
っ
て
「
由
利

ヨ
シ
ト
シ
）」
と
し
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
こ
れ
ら
は
単
な
る
推
測
で
あ
る
。

追
記

大
立
寺
様
、
松
林
寺
様
に
は
史
料
閲
覧
等
種
々
御
高
配
を
賜
っ
た
。
国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
の
所
蔵
史
料
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
記
し
て
感
謝

の
意
を
表
し
ま
す
。
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